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更生ペンギンの

 

ホゴちゃん，　サラちゃん

私たちの地域社会から犯罪や非行のない明るい社会をつくることは地域

住民すべての願いです。

こうした願いを実現するために、保護司、更生保護女性会員、更生保護

協力雇用主、BBS会員及び更生保護施設の役職員等が、日夜、更生保護活

動を行っております。

当協会は、これらの第一線で活躍する更生保護の担い手たちの皆様が、

円滑に活動できるよう、物心両面から協力・援助することを主な事業と

し、長野県下の更生保護団体、地方公共団体をはじめとする関係機関・関

係団体等と連携し、犯罪や非行防止活動を積極的に行うなどし更生保護活

動の推進を図り、犯罪や非行のない明るい地域づくりに貢献することを目

的に設立された、法務省認可の更生保護法人です。

我が国においては「再犯の防止等の推進に関する法律」に基づき、国の

「再犯防止推進計画」が定められており、長野県においても「安全で安心

して暮らせる誰一人取り残さない地域共生・信州」を基本目標とする「長

野県再犯防止推進計画」が策定されています。再犯防止対策のために「息

の長い社会復帰支援」の実現が重要課題とされ、刑事施設等からの出所時

や保護観察の終了時に途切れることなく、地域の支援に円滑につないでい

く取組がなされています。このように、罪を犯した者等の円滑な社会復帰

を促進し、再犯を防止することで、犯罪による被害を受けることを防ぎ、

誰もが安全で安心して暮らせる地域社会を実現するために、更生保護事業

のなお一層の充実強化を図っていくことが必要です。当協会の事業に対し

まして、深い御理解を賜った上で、賛助会員として御加入いただき、御支

援くださいますようお願い申し上げます。
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      更生保護法人長野県保護観察協会　令和６年度事業概要

１．会費収入の主な内訳は、賛助会費(18,363,437円)、経常分担金

　(2,522,590円)。

２．寄付金収入の内訳は、篤志者寄付金(1,955,000円)、長野県更生

　保護事業仏教協力会(600,000円)、役員寄付金(1,840,000円)。

１．助成費の主な内訳は、保護司活動への助成(15,136,234円)、更

　生保護施設への助成(1,300,000円)、更生保護女性連盟・BBS連

　盟・就労支援事業者機構・ダルク等への助成(650,000円)。

２．啓発費は、「社会を明るくする運動」など犯罪予防活動の充実

　のための助成(1,397,407円)。

３．通所・訪問型保護事業費は、保護観察を受けている人や身柄の

    拘束を解かれた人などのうち緊急的に援助を必要とする人への支

    援。
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